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問合先　市高齢介護課

　平成２７年度における介護保険料が第 2・第３段階で、下記の要件に該当する方は、申請により介護保
険料が軽減されます。また、市民税未申告の方も、税申告により介護保険料が変更になる場合がありま
す。

居住用の土地
および家屋以
外に活用でき
る不動産を所
有していない

不動産の状況は世帯全員の預貯金総額は

１５０万円以下

３００万円以下

世帯全員の収入総額は

単身世帯１３０万円以下

２人世帯１９０万円以下
３人世帯２５０万円以下
４人世帯３１０万円以下

年額

１４,７００円

を軽減

保険料が軽保険料が軽減減されるかもされるかも？？

介護保険制度が変わりま介護保険制度が変わりますす ８月
から

介護保険を利用の方へ介護保介護保険険をを利用利用のの方へ方へ介護保険を利用の方へ

渇申請に必要な物

　煙本人の印鑑
　煙平成２６年分（１月～１２月）の世帯全員の収入がわかるもの
　　（年金の支払通知書、所得税の源泉徴収票、確定申告書などの写し）
　煙世帯全員の全ての預貯金通帳またはその写し
　煙平成２７年度介護保険料納入（付）通知書（７月上旬に発送予定）

渇申請の手続き

　７月１５日我から市高齢介護課、北村・栗沢支所保健福祉課で行えます。なお、申請した翌月に軽減の
決定内容（非該当も含む）をお知らせします。

施設入所者の食費、居住費の補助対象要件が縮小されます
煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

【７月末まで】

煙世帯が非課税であれば補
助の対象となります
煙非課税年金は、所得の判定
基準から除外しています

【８月から】

煙低所得者でも預貯金（有価証券や投資信託を含む）などが
単身者の場合１千万円以上、夫婦の場合２千万円以上あ
る方は対象となりません
煙世帯が違っても配偶者が市民税を課税されていれば対象
となりません

【平成２ ８年８月から】

煙非課税年金（遺族年金や障害年金など）も含めた所得で判
定します

「一定以上の所得のある方」とは、次の条件の両方にあてはまる方をいいます。
煙本人の合計所得金額が１６０万円以上の方
煙同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の年金収入とその他の合計所得金額を合わせた金額が単身
世帯で２８０万円以上、２人以上の世帯で３４６万円以上の方

※要介護認定者には負担割合証を交付します。（７月下旬に発送予定）

一定以上の所得がある方の介護サービス利用者負担が２割になります
煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙


